
令和 倍 表 1 

%1 呵 惰 Ii 

比準 比準

赤坂町 全域 一路線比準 比準

阿久津町

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) I純 11純 10

(2)上記以外の地域 I純 9.7飩 8.3

2 巳記以外の地域

(1) 40 1.1 
中 1j 53 中中 1 8 

中 55中 55

(2) 上記以外の地域 10 1. 1 中 13中 31中 31

旭町 全域 路線 I比準I比叫比準I比準

足門町 市街化区域 路線 比準 比準比準比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地柊域

(1) 県道水沢・足門線沿、県道足門•前| 25 

橋線沿、主安地方道前橋・箕郷線沿

(2) 上記以外の地域

2 ト．記以外の地域

(1) 県道水沢・足門線沿、県道足門・間 40 l. 11中 l4仲 321中 46仲 46

橋線沿、主要地方造前橋・箕郷線沿

(2) 上記以外の地域 30 1.1中 l1中 21中 27中 27

東町 I全域 路線 I 比叫比準

あら町 路線 I 比準I比準

い1飯玉町 路線 比準

比比： 比準
飯塚町 路線 比準

右原町 市街化区域

1 主要地方道商崎・神流・秩父線沿 50 l. 1 比準 比準 比準

2 上記以外の地域 40 1.1 比準 比準

市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域 I純 6.2飩 1I 



令和 倍 表 2頁

適 用 地 域

い1石原町 2 上記以外の地域

・神流・秩父線の烏 40 l. 1 中 8.3中 15中 26中 26

JI りの地域

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 18中 30中 15中 15

井出町 市街化調整区域

l 農菓振興地域内の農用地区域

(1) 県道柏木沢・大八木線沿 純 11飩 18

(2) 士要地ガ道前橋・ •富岡線沿 I純 11純 18

(3) 上記以外の地域 I純 6.7飩 l4

2 上記以外の地域

(1)県道柏木沢・大八木線沿 40 l. l 1 | I 27 I l I 53 l l l 53 

(2) 主妾地方道前橋・ •富岡線沿 40 l, l 中 28 中 64中 6

(3)上記以外の地域 30 1.1 中 18 中 28中 28

稲荷町 I全域 路線 比 比準

井野町 市街化区域 路線 I 比準I比準

市街化調整区域

1 主要地方道前橋・高崎線鉛 40 1. 1 中

]2： 中 58 

中 172中 172

2 県道井野停市場線沿 40 l. 1 中 44 中 117中 117

3 上記以外の地域 40 1. 1 中 33 中 102中 102

岩押町 全域 路線 :1 比準

路線 比準 比準I比準

うI詰地町 I全域 I路線

後疋間町 市街化調幣区域

1 股業振興地域内の農川地区域 純 7.t [5 

2 上記以外の地域 30 l. l 中 9. 18 中 31中 31

歌川町

全仝市域域街化区域

路線

えI江木町 路線 比準 比準 比準

おI大沢町 40 1.1 比準 比準 比準
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%1 叫 叫 Ii 

I 農業販興地域内の農用地区域

(1) ・長瀞線沿 隣 15純 23

(2) I純 11飩 16

(3)上記以外の地域 1純 9、7純 13

2 上記以外の地域

(1)主要地方道前橋・長瀞線沿 40 1. 1 中 24中 35中 136中 136

(2) 40 1. 1 中 19中 27中 81中 81

(3) t記以外の地域 40 1.1 中 16中 21中 58中 58

大橋町 1全域 路線 I比準I比準I比準I比準

大八木町 I市街化区域 路線 I比叫比叫比準I比準

l 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方消高崎・渋川線より東側の 純 10飩 22

地域

(2)上記以外の地域 I純 9、1飩 15

2 上記以外の地域

(1) 主要地力道高崎・渋川線より束側の 40 I 1. 1中 2 0中 34中 86中 86

地域

(2) 上記以外の地域 40 I 1. 1中 15中 26中 73中 73

沖町 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道あら町・ 田線沿、 I I純 9,5飩 18

主要地方道前橋・安中・富岡線沿、

主要地方道高崎・安中・渋川線沿

（2) t人記以外の地域 純 7.5飩 9.8

2 上記以外の地域

(1) ら町・ 田線沿、 40 l. 1中 l2中 22中 86中 86

主要地方道前橋•安中・富岡線沿、
•安中・渋川線沿

(2)上記以外の地域 40 I. 1中 9.9中 j7中 47中 47

州貝沢町 I全域 路線 I比準I比準比準I比準



令和 倍 表

適 用 地

叫鍛冶町

片岡町 1~ 3 目 市街化区域 路線 比準 比準 比準

中 11中 30中 23中 23

I 
ー路線

金井淵町 市街化調整区域

l 地区域
純 7『l7

2 巳記以外の地域 40 1. 1 中 25中 51中 51

街化区域 40 1.1 比 比準 比準 比準

市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 噂沿、主要□ 26 

方道高崎・誤川線バイパス沿

（2) 主要地方道前橋・箕郷線沿 25 

(3) 主要地力道病崎・ II線より東側の 17 

地域

(4) 上記以外の地域

イ 庚申、安良田、

如1 17 

ロ 上記以外の地域 10 

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・ II線沿、主要」、10 1.1中 42中 64中 64

方道高崎・渋川線バイパス沿

(2) 主要地方道前橋・箕郷線沿 40 1.1 中 35 中 51中 51

(3) 主要地方道高崎・渋川線より東側の 40 I. 1 中 23 中 31中 31

地域

（4) t人記以外の地域

イ王塚、庚申、 田 如130 I. 1 中 23 中 29中 29

ロ 上記以外の地域 30 l. 1 中 8 14 中 23中 23

上大島町 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 1.1 周比 比準 比準

上記以外の地域

l 農業振興地域内の農用地区域
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％ 

叫上大島町 2 上記以外の地域 30 

上大類町 市街化区域 一 路線比準比準

「街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 隣 12純 16

2 上記以外の地域

(1)主要地方道商崎・駒形線沿 40 1. 1 中 43中 76中 228中 22

(2) 卜記以外の地域 40 1. 1 中 22中 33中 76中 761

ヒ小鳥町 1市街化区域 路線 I比準I比準I比準I比準

市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

（1) 高崎環状線沿 純 30 

(2) 主要地方道高崎・ 純 23 

(3)上記以外の地域 純 20 

2 

(1) 高崎環状線沿 40 1. 1 中 26中 50中 182中 182

(2) 主要地方道高崎・ 40 1. 1 中 19中 30中 96巾 96

(3) 上記以外の地域 40 L 1 中 17中 30中 73中 73

上小塙町 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 高崎環状線沿

、市：

純 15~沌 30
(2) 主要地方道高崎・ 純 11飩 23

浜川・並榎線沿

(3) 高崎環状線より南側の地域 純 12飩 22

(4)上記以外の地域 純 9.5飩 14

2 上記以外の地域

(1) 高崎環状線沿 J 40 
1. 1 中 26l | 1 50 l l I 172 111 172 

(2) 主要地方道高崎・ 、市 40 1.1 中 19中 30中 98中 98

浜川・並榎線沿

(3) 高崎環状線より南側の地域 I 40 I 1. 1 I中園中 30沖 801中 80
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適 用 地 域

(4)上記以外の地域

市計両の用途地域の指定がある地域

ト．記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 上河原、天水、町南、井戸畑、町

、上沖、町西、田中、新井、中沖、

向沖

借肌栓

中1/ ff ゴロ

°I , 0 

40 1. 1,i中 1・;1中 2/；中 6 :

40 I l. 1 I周比準阿比準I比哨比準

(2) 卜記以外の地域

2 I-記以外の地域

(1)上河原、 町南、井戸畑、町~ 10 I 1.1中 8.9中 16中 121中 18

、上沖、町西、『中、新井、中沖、

向沖

(2) 1.記以外の地域 30 1. 1 純 2.

上佐野町 市街化区域 路線 比〗中比準 比準 比準

市街化調帷Iメ^域 40 l亀 1中 50 中 68中 68

ト滝町 市街化区域 40 1. 1 比 比準 比準 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) •伊勢崎線沿、
地方道前橋・長瀞線沿、主要地方平

前橋•長瀞線バイパス沿

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・伊勢崎線沿、主J40 1.1中 16中 27中 102中 102

地方道前橋・長瀞線沿、主要地方‘

Hi［中喬・長瀞線バイパス沿

（2) t人記以外の地域 40 I 1. 1中 25中 4」中 4

上豊岡町 市街化区域

1 1 8号線沿 50 l. 1 比 比準 比準 比準

2 上記以外の地域 40 1.1 比 比準 比準

市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域
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適 用 地 域

叫上豊岡町 (1) 国道406号線より l肯側の地域

（2)上記以外の地域

2 日記以外の地域

(1) 高崎環状線沿、国道406号線沿 40 1.1 中 30中 47巾 153巾 153I

(2) 406 り南側の地域 40 l. 1 中 18中 33中

(3)上記以外の地域 40 1. 1 中 14中 24中 69中

ト．中屈町 路線

卜:¥JF.榎町 全市市街街域化区域 路線 比準比準比準比準

化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 1「中 23 

2 L記以外の地域 40 1. 1 中 1 31中 88中 88

町 I国道406号線沿、県道安中・ 湖線沿 I30 

上記以外の地域 30 

L和田町

仝市街域化調整区域

一 路線 I比準I比咽比準I比準

きI菊地町

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 上要地方道前橋・ •富岡線沿 I純 9.5飩 18

(2) 上記以外の地域 I純 7.7飩 12

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・安中・富岡線沿 40 1.1 中 12中 22巾 86中 86

(2) 上記以外の地域 40 1.1 中 10中 18中 47中 47

北新波町 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道前橋・安中•宮岡線沿 I純 ll純 j8

(2)上記以外の地域 I純 7倉 3飩 12

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・安中・富岡線沿 40 I. 1 中 15 中 22中 90中 90

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 12中 18中 47中 47
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％ 惰 Ii 

き1北久保町 40 1. 1 比準 比準

： 北通町 路線 比準 比準

北原町 化区域 40 1.1 比準 比準

1 地区域

(1)主要地方道前橋・箕郷線沿 I純 8.8飩 18

(2) 卜記以外の地域 1純 7.0飩 15

2 I-記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・箕郷線沿 10 I 1. 1中 l3中 28中 50中 50

(2)上記以外の地域 30 1. 1 I中 101中 19|中 25 

北双葉町

仝市域街化調悌区城

路線 比準 比準比準比準

木部町

1 農業振興地域内の農用地柊域

(1) 純 10飩 11

(2) 上記以外の地域 純 9.7飩 9.3

2 上記以外の地域

(1) ・倉賀野停車場線沿 40 L 1 中 14中 19中 64中 6

(2) 上記以外の地域 40 1.1 中 13中 14中 31中 31

目町 I市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道高崎・駒形線沿 純 17飩 31

(2)主要地方道前橋・長瀞線沿 純 14飩 23

(3)市道東部縦貰道線沿 純 13飩 21

(4)県道井野停市場線沿 純 ll純 j7

(5)上記以外の地域 I純 9食 7飩 14

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・駒形線沿 I 40 1. 1 I中 4叶中 64|中 192|中 192 

(2) 主要地方道前橋・長瀞線沿 I 40 1. 1 I中 241中 35沖 1361中 136
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％ 惰 Ii 

(3)市道東部縦貫道線沿 40 1. 1 中 26中 31|中

(11) 40 l. 1 中 19中 28中 81中 81

(5) 卜釦以外の地域 40 1.1 中 16中 21中 60中 6

行力町 I市街化調整区域

1 地区域

(1)主要地方道商崎・東吾妻線沿 I純 7.9純 11

(2) 卜記以外の地域 1純 7.2飩 10

2 I-記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・ 10 I 1. 1中 l3中 20中 64中 64

(2) I記以外の地域 j 40 1. 1 I中 1叫中 181中 401中 40 

<I九蔵町

仝域高域崎内操、車場跡地周辺土地区画救理事業施行

路線

：月1
比準 比準 比準

倉賀野町 個別 個別 個別 個別

内

I路線 比 比準

>.j 比湘40 1. 1 中 31 中 63

倉渕町岩氷 全域 30 1. 1 純 l 2.6 沌 1 2. 2 

倉渕町川浦 1全域 I 3o 

倉渕町権山 線国追沿4 0 6 、主要地方道長野原・倉泊l30 

上記以外の地域

1 ニツ塚原、矢源訳原、杏獄原、ニッ」 30 I 1. 1純 2. 3. 3し屯 2.4し屯 2. 5 

下、観山、立石J泉

2 上記以外の地域 I 30 

倉渕町夕吟ノ倉 国道406号線沿 I 30 

上記以外の地域

1 北商野谷戸 I 30 

2 上記以外の地域 I 30 

倉渕町水沼

全市街域化区域

I 30 

栗崎町
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<I栗崎町 I I 都市計画の用途地域の指定が工業地域 40％ 1.1,1 J;t̀| lt̀  

る地域

2 上記以外の地域 路線 I比準I比準

巾街化調照区域

1 農党振興地域内の農川地区域
純 9『l7

2 上記以外の地域 40 1. l 中 24中 57中 57

けI剣崎町 市街化区域 40 1. 1 比 比準比準比ぅ

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 406 純 13飩 20

(2) 主要地方道前橋・ •富岡線沿 純 13飩 20

(3)上記以外の地域 I純 7.6飩 12

2 上記以外の地域

(1) 406号線沿 40 1.1 中 1 29 中 86中 86

(2) 主要地方道前橋・ •富岡線沿 40 1. 1 中 l 26 中 75中 75

(3)上記以外の地域 40 1.1 中 1 20 中 46中 46

こI小八木町 I市街化区域 比測比準I比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 国道 17号線沿 純 36 

(2) 卜記以外の地域 純 21 

2 上記以外の地域

(1) 国消 17号線沿 50 1. 1 中l ~口 70 

中 228中 228

(2)上記以外の地域 40 1.1 中 33 中 75中 75

神戸町 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 l. l 周比 比準 比準

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1)主要地方道あら町・ 田線沿
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適 用 地

こI神戸町 I 2 上記以外の地域

(1) ら町・ 田線沿 40 I 1. 1中 12中 30|中

(2) 卜釦以外の地域
30 I 

I 
比準

比準比準

l 農業板興地域内の農用地区域

純 6:3「中 ll 
2 I-記以外の地域 40 1.1 中 8. 15中 30中 30

鞘町 全域 路線 I比準I比準I比準I比準

しI新後閑町 市街化区域 ー 路 線 比

］中比準

比準 比準

中 7 12 中 27中 27

I I 
柴崎町 市街化区域

1 都市計画の用途地域の指定が丁業地域 40 1. 1 I 比準I比準I比準I比準

る地域

2 上記以外の地域 路線 I比準I比準I比準I比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 354号線沿、 354号綴 I純 27 

バイパス沿

(2) ・倉賀野線沿、市道東部| 隣 22 

縦貝道線沿

(3) 卜記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 国消 354号線沿、国涌 354号織 40 l. 1 1中 2珊 46仲147|中 147
バイパス沿

(2)県道元島名・倉賀野線沿、市道、東躙 40 1. 1 I中 211中 34|中 IOl|中 101

縦貫道線沿

(3) 上記以外の地域 40 1. 1 l |」 I 1 30 中 66111 66 

芝塚町 全域 路線 比 比準 比準 比準

島野町 市街化区域 40 1.1 比 比準 比準比準
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適 用 地 域

I 農業販興地域内の農用地区域

I 
純 l4純 21

線沿

(2) 巾消東部縦貰消線沿 純 13飩 21

(3） 卜．記以外の地域 純 12飩 16

2 上記以外の地域

(1) ・駒形線沿 40 1. 1 中 41[：ド 65q1 210 l:：ド 21

(2) 士要地ガ道前橋・長瀞線沿 40 1. 1 中 25中 35中 124中 12

(3)市道東部縦貰這線沿 40 l. 1 中 26中 31中 98中 98

(4) 上記以外の地域 40 1. 1 中 17 中 30中 66中 66

F大島町 市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 406号線沿、主要地方道前橋| I純 13飩 20

•安中・富岡線沿

(2) 卜記以外の地域 純 7.6飩 13

2 上記以外の地域

(1) 国道406号線沿、主要地方道前J40 I 1. 1中 1 7中 26中 83巾 83

•安巾・富岡線沿

(2) 卜記以外の地域 40 l. 1 中 20 中 52中 52

下大類町 市街化区域 40 1. 1 比 比準 比準 比準

市街化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 国道 354号線沿、国道 35 4号線 陣 1
バイパス沿

（2) 県道冗島名・倉賀野線沿 純 21 

(3)上記以外の地域 純 9.

2 上記以外の地域

(1) 354号線沿、国道 354号wJ40 1.1中 28中 46中 131中 131

バイパス沿

(2) ・倉賀野線沿 40 1.1 中 21中 28中 101中 101

3)上記レ‘ 40 1. 1 中 16 中 24中 63中 63
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適 用 地 域
9、1-lJ

％ 惰 Ii 

比準 比準

下小塙町 市街化区域 路線 比準 比準

「街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 高崎環状線沿 隣 15純 30

(2) 高崎環状線より南側の地域 隣 13飩

(3) 卜記以外の地域 1純 9.5飩

2 I-記以外の地域

(1) 高崎環状線沿 10 I 1. 1中 26中 50中 172中 172

(2) あら町・ 田線沿 I 40 1. 1 I中 191中 3叶中 ，0|中 90 

(3) 高崎環状線より南側の地域 40 1. 1 中 30 中 80中 80

(4) 上記以外の地域 40 1. 1 中 26 中 68中 68

卜斎田町 市街化区域 I 40 比準I比準I比準

街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域

(1) 国道 354号線沿、県道綿貫・篠塚l 13 

線沿

(2) 卜記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 県道綿貝・篠塚線沿 40 1. 1 中 27 中測中 86

(2) 国道 354号線沿 40 1.1 中 27 中 86中 86

(3) 上記以外の地域 40 I. 1 中 19 中 44中 44

下里見町 I都巾計画の用途地域の指定がある地域 40 1. 1 周比 比準 比準 比準

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 天神道上、八丁目、大通、向井、閾 隣 5.0飩 12

田、久保川原、中川原、北川原

(2)上記以外の地域 純 I.

2 上記以外の地域
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借肌栓

工犀蘊
％ 

(1) 大神道上、八丁目、大通、向井、高130 
田、久保川原、中川厭、北川原

適 用 地 域

30 I I. l I 紅~ 2.2訴沌 4.8脈屯 3. 6條屯 3. 

F佐野町

(2)上記以外の地域

車場跡地周辺土地区画幣理事業施行区 個別 1 個別I 個別個別I 個別

比準I比準I比準I比準

l 匂．越新幹線より東側の地域 40 1. 1 中 19中 33中 68中 6

2 I-記以外の地域 40 1.1 中 16中 21中 63中 63

下滝町 I市街化区域 10 1. 1 比準 比準I比準I比準

市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域

(1) 主要地方道高崎・伊勢崎線沿、主」 純 9.6しti 19 

地方道前橋・

(2) 354号線沿 I純 8.8飩 18

(3)上記以外の地域 I純 8、4飩 17

2 上記以外の地域

(1) 主要地力道高崎・伊勢崎線沿、 40 1. 11中 171中 27|中 1021中 102

地方道前橋・長瀞線沿

(2) 354号線沿 40 1.1 中 17中 27中 86中 86

(3) 上記以外の地域 4 0 1.1 中 15中 25中 44中 44

ト豊岡町 市街化区域

1 国道 18号線沿 50 1.1 比準 比準

2 上記以外の地域 40 l. 1 比準 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域
純 1「中 18 

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 1 23中 59中 59

ド中居町

仝高域崎操車場跡地周辺土地区両整理車業施行

路線 比準 比準 比準

下之城町 個別 個別 個別 個別 個別

内

| 
比準比準
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適 用 地域

市計画の用途地域の指定がある地域

上記以外の地域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 

40 

1 地区域

(1) • I 1純 6.2純 12

(2) 主要地方道あら町・ 田線沿 I純 6.8飩 13

(3) 中村

(4) 上記以外の地域 純 l.6飩 3.5 

， ‘ 上記以外の地域

(1)清水 40 1. 1 中 8.『91 9 24 比1i 即
(2)県道新井・ 、県道安中・ 30 l. l 1 | 1 7. 20 I l I l l l 19 

湖線沿

(3) 主要地方道あら町・ 田線沿 30 1. 1 中 8 24 中 15中 23

(4) 中村 30 l亀 1中 6 14 中 14中 18

(5) 卜記以外の地域 30 1. 1 純 2

下横町 全域 路線 比

卜和田町 1~5丁目 全域 路線 比

30 L 1 純 l
3. T 3 : 3. 7 

宿大類町 市街化区域 40 1.1 比 比準比 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1)市道東部縦貫道線沿 純 11飩 18

(2)上記以外の地域 純 10飩 16

2 ヒ記以外の地域

(1) 市道東部縦員道線沿 40 I. 1 中 21中 27中 104中 10

(2)上記以外の地域 40 l. 1 中 16中 24中 68中 68

宿横手町 市街化区域 40 1.1 比準 比準 比準

市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域
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適 用 地 域

(1) 主要地方道前橋・長瀞線バイパス沿

（2)上記以外の地域

2 日記以外の地域

(1) ・長瀞線バイパス沿 中 19中 28仲 102|中 10240 1.1 

市街(2) 上記以外の地域 40 l. 1 中 17中 211中 50I中 5

正観寺町 化調整区域

l 農業板興地域内の農用地区域

(1) 1 7号線沿 純 21飩 36

(2) 上記以外の地域 純 l0飩 15

2 上記以外の地域

(1) 1 7号線沿 40 1. 1 中
41 55 中中 7 0 

中 228中 228

(2) 上記以外の地域 40 1. 1 中 23 中 66中 66

昭和町

仝全域域

路線 比準I比準I比準I比準

白岩町 30 

白銀町 I全域 路線

城山町 1~2丁目 市街化区域 40 1. 1 比 比準

15中 23中 23市街化調整区域 40 L 1 中 8

新糾屋町 路線

真町 路線

新田町 路線

新保田中町 市街化調整区域

1 農業捩興地域内の農用地区域 純 15 

2 ヒ記以外の地域 40 1. 1 中 30 中 59中 59

新保町 1市街化区域 比準I比準I比準

l街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道高崎・駒形線沿 圃 35 

(2) 県道井野停車場線沿 隣 25 
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適 用 地 域

(3) 関越自動車道より東側（前橋寄り）

の地域

(4)上記以外の地域 純 10~沌 20
2 上記以外の地域

(1) キ要地方道高崎・駒形線沿 40 1.1 中 41中 65中 221中 221

(2) 40 1. l 中 27中 41中 90中 9

(3) 自 より東側（前橋寄り） 40 1. 1 中 15[：ド 21叶::I 5911+1 5 

の地域

(4) J:記以外の地域 40 I 1. 1中 33中 70中 70

新町 市街化区域 | 50 | 

市街化調幣区域

l 人下河原、 II 

2 下河原、陣場 -| 

3 堂場 ―I 

4 中河原 40 1. 1 

5 上記以外の地域 40 1. 1中 201中 20

末広町 全域 路線

：］ 
比準

昔谷町 若谷・高畑士地区両整理事業施行区域内 個別 |古1月,11 ~古］月111 D古］けIj

市街化区域 路線 I比準I比測比準I比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道高崎・渋川線バイパス沿 純 14飩 21

(2) 主要地方道前橋・安中・富岡線より 純 11飩 18

南側の地域

(3)上記以外の地域 I純 9.8飩 18

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・渋川線バイパス沿 40 1. 1 l | I 22 l | 1 30 
中 651l’I’6 

(2) 主要地方道前橋・安中・富岡線より 40 1.1 中 19中 29中中 51

南側の地域

(3)上記以外の地域 40 I 1. 1中 16中 26中 38中 38
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適用 地域

18頁

借肌栓

和j ^ ゴロ

%1 叫惰

倍

市街化区域 路線 比準 比準

市街化調整区域 40 l. 1 中 17中 24中 51中 51

台町 路線

高砂町 路線

晶関町 路線 比 比準 比準 比準

高浜町 10 1. 1 周比 比準 比準 比準

上記以外の地域

l 農業振興地域内の殷川地区域

(1) 主要地方道あら町・ 田線沿、 J〗
道箕郷・板鼻線沿

(2) 日輸、細田、八崎

(3)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 主要地力道あら町疇ド室田線沿、闊 40 1. 11中 7.9仲 17仲 l吋中 27 

・板鼻線沿

(2) 日輸、細山、八崎 30 1.1 中 6.1 8.3 
中 1:19 

(3) 上記以外の地域 30 1.1 純 2. 3. 9 純 3. 4. 1 

高松町 全域 路線

竜見町 路線 I

田町 路線

1つI 田町

1 農業振興地域内の農用地区域

(1)県道足門・前橋線沿、県道足門・測 18 

橋線パイパス沿

(2) 上記以外の地域 18 

2 上記以外の地域
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％ 

1. 1,1中 2伽ふ(1) 県道足門・前橋線沿、県道足門・叫 40

橋線バイパス沿

(2)上記以外の地域 40 I. l中 16中

筑縄町 路線 I比準I比準I

椿町 路線 I比祇

鶴見町 路線 I比準I比準

1 主要地ガ道高崎・神流・秩父線沿 50 1. 1 比準I比準I比準

， ‘ 上記以外の地域 40 l. 1 比準I比準I比詞

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主妾地方道高崎・神流・秩父線沿 I純 8.3飩 l3

(2) ・神流・秩父線より 1 I純 8.3飩 11

烏川までの地域

(3) 卜記以外の地域 純 8.0飩 11

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道寺尾•藤岡線沿 40 I 1. 1中 l3中 23中 6」巾 6

(2) ・神流・秩父線沿

イ より南側の地域 40 1.1 中 2]： 29 

中 35中 35

ロ 上記以外の地域 4 0 1.1 中 2 29 中 64中 64

(3) 主要地方道高騎・神流・秩父線より 40 1.1 中 l 22 巾38中 38

烏川までの地域

(4) 上記以外の地域 40 I. 1中 9 15中 11中 11

天神町 全域 路線 比 比準 比準 比準

とI稲荷台町 市街化区域 路線 比 比準 比準 比準

市街化調整区域

l 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道前橋・安中・富岡線沿、 1 隣 l3飩 21

県道足門・前橋線沿

(2)上記以外の地域 純 9.8飩 18
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%1 叫 叫 Ii 

とI稲荷台町 2 上記以外の地域

(1) •富岡線沿、 40 l. 1中 23中 301中 651中 651

県消足門・前橋線沿

(2)上記以外の地域 40 1. 1中 15中 23中

路線

常盤町 全域 路線 I比準I比準

問犀町 1~4 目 全域 路線 比準

問屋町丙 1~2丁目 全域 比準

なI中泉町 市街化区域 比準I

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主妾地方道前橋・ •富岡線沿 I純 11飩 20

（2)上記以外の地域 I純 9.8飩 18

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・ •富岡線沿 40 1. 1 中 30 中 64中 6

(2)上記以外の地域 40 1.1 中 30 中 54中 54

巾居町 1~4!目 全域 路線 比準 比準

比比準準

中大類町 市街化区域 40 l. 1 比準 比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1)県道元島名・倉賀野線沿

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)県道元島名・倉賀野線沿 40 1.1 中 2］ 中中 2 8 
中 90中 90

（2)上記以外の地域 40 l. l 中 l 24 中 68中 68

中尾町 巾街化区域 路線 I比準I比準I比準I比準

街化調整区域

l 農菓振興地域内の農用地区域

I 
純 21飩 36
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適 用 地 域

(2) 国道 17号線より北側の地域

(3)上記以外の地域

2 日記以外の地域

(1) 1 7号線沿 40 1.1 中 45中 81巾 228巾 228

(2) 1 7 より北側の地域 40 l. 1 中 15中 23中 70中 7

(3)上記以外の地域 40 1. 1 中 19中 30中 75中 75

中紺屋町 全域 路線

中里町

l 農業振興地域内の農用地区域

(1)県道柏木沢・大八木線沿 I純 8.2飩 14

(2) 1.記以外の地域 I純 6.7飩 11

2 上記以外の地域

(1)県道柏木沢・大八木線沿 40 l亀 1中 22 中 38中

(2) 卜記以外の地域 30 1. 1 中 8 16 中 25中

中里見町 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 1. 1 周比

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1)根岸、中川、川原、原

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)根岸、中川、川掠、掠 30 I 1. 1中 7.8中 19中 l」中 16

(2)上記以外の地域 I 30 

中島町 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

純"I中 15 

2 上記以外の地域 40 l. 1 中 1 21 中 44中 44

中豊岡町 市街化区域

1 国道 18号線沿 50 I. 1 比準 比準 比準 比準

2 上記以外の地域 40 1. 1 比準 比準 比準 比準
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適 用 地 域

市街化調整区域

1 地区域 純 13純 20

2 日記以外の地域

(1) 406号線沿 40 1.1 中 29中 47巾 153巾 153I

(2) 上記以外の地域 40 l. 1 中 18中 33仲 721中 7

中 町 r:卜市計画の用途地域の指定がある地域 I 40 

記以外の地域

1 県道安中・榛名湖線沿 I 30 

2 上記以外の地域 30 

並榎町 路線 I 比準I比叫比準I比準

成田町 路線

にI西国分町 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地柊域
純 7t 12 

2 30 1. 1 中 1 18 中 25中

西島町 市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) ・駒形線沿 純 17飩 35

(2) 市道東部縦貰道線沿 I純 21 

(3) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・駒形線沿 40 1.1 中 4 65 中 214中 21

(2) 市道東部縦貫道線沿 40 l. 1 中 31 中 98中 98

(3) t人記以外の地域 40 1. 1 中 24 中 66中 66

西横手町 市街化区域 I 40 比準I比準I比準

l街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 15 

2 上記以外の地域 40 I. 1 21 中 51中 51

日光町 I全域 路線
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市街化区域 | 40 °, I 0 1. 1,1 J;直:1三

市街化調整区域

1 地区域

(1) •藤岡線沿 1純 9.8純 12

(2)上記以外の地域 I純 8.1純 9.3

2 上記以外の地域

(1) •藤岡線沿 40 1. 1 

中］：21

中 64中 64

(2) t記以外の地域 40 1.1 中 17中 26中 26

のI乗附町 市街化区域 10 1. 1 比 比準 比準 比準

市街化調幣区域

l 農業振興地域内の殷川地区域 I純 8.8飩 11

2 上記以外の地域

(1)蛇場見、笹尾根、赤土、向大悲」 40 1. 1中 17中 10中 10

御訳、芦沢、 ノ平、松

(2) 上記以外の地域 40 1. 1 中 17 中 16中 16

はI萩原町 市街化区域 I 40 

市街化調整区域

1 農業振興地域内 地区域

(1) 主要地方道高崎・駒形線沿 25 

(2) 上記以外の地域 13 

2 上記以外の地域

(1)主要地方道高崎・駒形線沿 40 l. 1 中 63 中 172中 172

（2) t人記以外の地域 40 1. 1 中 21 中 57中 57

鼻麻町 市街化区域 I 40 比準I比準I比準

l街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 7. 11 

2 上記以外の地域 40 I. 1 中 心[l6しn16 

浜川町 盾街化区域 路線 I
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適用 地域

市街化調整区域

1 

(1) 

地区域

借肌栓

和j ^ ゴロ

%1 叫惰 倍

15 

浜川・並榎線沿

(2) 上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 主要地ガ道前橋・安中・富岡線沿、 I40 I 1. 1 I中 1訓中 26沖 80I中 80 

士要地ガ道高崎・東告要線沿、市‘

浜川・拍榎線沿

11 

(2) 上記以外の地域 10 

浜尻町 全域

全域 30 

全域 30 

全域 一路線 I 比 比準I比準I比準

街化調整区域

l 隈菓振典地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 30 18中 25巾 25

東中里町 市街化区域

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 純 9

2 上記以外の地域 40 1.1 中 31 巾 681中 68

引間町 中央第二士地区両整理事業施行区域内 個別 個 個別 個別 個別

街化区域 路線 比 比準 比準 比',

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 県道足門・前橋線沿、県道足門・肖fJ1 純 11飩 18

橋線パイパス沿

(2) 主要地方道裔崎・渋111線バイパス1
イ 県道足門・前橋線より南側の地
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適 用 地域

(3) 上記以外の地域

イ 県道足門・前橋線より南側の地姐

ロ ト記以外の地域

2 上記以外の地域

18 

14 

(1)県道足門・前橋綜沿、県道足門・開 40 I 1. 1沖 201中 30|中 訓中 51 

橋線バイパス沿

(2) ・渋川線バイパス沿

イ 県道足門・前橋線より南側の地域 40 I 1. 1 I中 2叶中 34l中 64中 6 

ロ 上記以外の地域 40 I I. 1 301中暉中 59

聖石町

日

檜物町

冷水町

(3) 上記以外の地域

イ 県道足門・前橋線より南側の地虹 40 l. l "I l 
22 中 42中 42

ロ 上記以外の地域 30 l, l 中 18 中 43中 43

市街化区域 路線 比 比準 比準 比準

市街化調整区域 ＂＂＂＂＂中 8 22 中 31中 31

市街化区域 比準I比準I比準

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道前橋・島崎線沿 I純 33 

(2) I純 25 

(3)上記以外の地域 I純 20 

2 ト．記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・高崎線沿 | 40 I. 11中 301中 56沖 1551中 155

(2) 県消井野停申場線沿 40 1. 1 中 2

『中41 

中 90中 90

(3) 関越自 より西側lの地域 40 1.1 中 2 34 中 75中 75

(4) 上記以外の地域 40 l. l 中 l 30 中 64中 64

全域 路線 I比準I比準I比準I比準

街化調整区域

l 農菓振興地域内の農用地区域

I 
純 8.8飩 18
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適 用 地 域

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) II線バイパス沿 30 1.1 中 14中 27中 51中 51

(2)上記以外の地域 30 1.1 中 13中 25巾 31巾 31

r_1福島町 市街化区域 比準 比準 比準

］街化調整区域

l 農業板興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道前橋・ •富岡線沿 I純 11飩 20

(2)上記以外の地域 I純 9.2飩 18

2 上記以外の地域

(1) •富岡線沿 40 1. 1 中 『15中 30 

中 64中 64

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 25 中 38中 38

藤塚町 国消 18号線沿 50 l亀 1:1 比準 比準 比準

上記以外の地域 40 1. 1 比準 比準 比準

双葉町 全域 路線 比

ほI保渡田町 市街化調幣Iメ^域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1) 県道柏木沢・大八木線沿 15 

(2) 上記以外の地域 純 6.

2 上記以外の地域

(1) 県道柏木沢・大八木線沿 40 1.1 中 1 22 中 46中 46

(2)上記以外の地域 30 l. 1 中 9. 17 中 22中 22

木郷町 ト市計画の用途地域の指定がある地域

1 主要地方道あら町・ 田線沿

2 上記以外の地域

(1) ら町・ 田線より南

側の地域

イ 塚中・満行原 40 1.1 周比 比準 比準 比準

40 1. 2 周比 比準 比準 比準
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％ 

(2)上記以外の地域 I 40 

上記以外の地域

1 地区域

(1) 田線沿 1純 8.6純 20

(2)広神、 I純 5.7純 12

(3)上記以外の地域 I純 2.8飩 5.0 

2 巳記以外の地域

(1) ら町・ 田線沿 40 1.1 

中[30 

中 25中 35

(2)広神、 I、奥原 30 1. 1 中 7. 19 中 14中 19

(3)上記以外の地域 30 1.1 純 3. 6.6 純 4. 純 7.3

主町屋町

l 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方消前橋・ ・富岡線沿 純 13飩 21

(2) 卜記以外の地域 純 7.6飩 17

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・安中・富岡線沿 40 1. 1 中 34 中 83巾 83

(2) 上記以外の地域 40 L 1 中 23 中 50中 50

みI箕郷町牛原 都上市計両の用途地域の指定がある地域 40 I 1. 1周比 比測比準I比準

記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道前橋・箕郷線沿 I純 10飩 21

(2) 県道柏木沢・大八木線沿 I純 8.9飩 16

(3) t人記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 主要地ガ道前橋・箕郷線沿 40 l. 1 中 17中 27中 27中 15

(2)県道柏木沢・大八木線沿 40 1. 2 中 12中 21中 24中 30

(3)上記以外の地域 30 I. 1 中 9.0中 j6中 lo中 14 

箕郷町柏木沢 濃業振巽地域内の農用地区域
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適 用 地 域

I 主要地方道高崎・安中・誤）1|線沿、阻

・大八木線沿、

門線沿

2 ・箕郷線沿

3 上記以外の地域

(1) 

(2)上記以外の地域

日靡記以外の地域

1 主要地方道高崎・ ・渋川線沿、闊 40 I 1. 2 I中＆ 3|中 1叶中 16I中 18 

道柏木沢・大八木線沿、県遣水沢・

門線沿

2 ・箕郷線沿 40 I 1. 1 中 16中 2叶中 271中 32 

3 L記以外の地域

(1) 佐惣谷・経塚•西谷 I 30 

(2)上記以外の地域 I 30 

箕郷町金敷平 県適榛名山・箕郷線沿 30 1. 1 純 3.

30 1. 1 純 2.

箕郷町上芝 都市計画の用欧地域の指定がある地域 40 

上記以外の地域

1 農業振興地域内 地区域

(!)主要地方逍高崎• • I[線沿J'［ 純 7.

主要地方道高崎・東白委線沿、県

箕郷・板鼻線沿

(2) 上記以外の地域 純 5,3飩 9.3

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高崎・安中・渋川線沿、 40 I 1. 1中 9.7 中 27中 32中 40

・東吾妻線沿、県

箕郷・板鼻線沿

(2)上記以外の地域 30 l. 1 中 7 17 中 19中 24

箕郷町ド芝 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 1.1 周比 比準 比準

上記以外の地域

l 農業振興地域内の農用地区域
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適 用 地域

(2)上記以外の地域 陣 5.3飩 ll

2 上記以外の地域

I 
40 1.1 中 14中 27中 36中 47

(2)上記以外の地域 30 1. 1 中 7.0中 17中 19中 24

箕郷町白川 白川団地 40 1. 1 中 10中 27

ヒ記以外の地域 30 1.1 純 1.8飩 6.5飩 4、8飩 5賃 7

箕郷町善地 県道榛名山・箕郷線沿 30 

上記以外の地域 30 1.1純 2.

箕郷町富岡 I県道箕郷・板鼻線沿 30 1. 1 純 2.

上記以外の地域 30 1. 1 純 2.

箕郷町中野

全都域市計画の用途地域の指定がある地域

30 l亀 1純 2.

箕郷町西明尻 I 40 比準I比準

上記以外の地域

1 松原 I 30 

， 必 城山 I 30 

3 上記以外の地域 I 30 

箕郷町東明屋 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 1. 1)吉1比 比準I比準I

記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1)主要地方道高崎・安中・渋川線沿、

主要地方迅高崎・東吾妻線沿

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高崎•安中・渋川線沿‘|40 l. 1 | l | I l l |l | I 2 5| l l I 23|I I 1 2 9 

・東吾要線沿

(2)上記以外の地域 30 I. 1 ,r, 5.t JO 
中'i23 

箕郷町松之沢 全域 30 1. 1 純 2. 4.2 '1 2. 3. 0 
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％ 

市計画の用途地域の指定がある地域 I 40 

上記以外の地域

1 地区域

(1) •安中・ II線沿 1純 8.5純 17

(2)上記以外の地域 I純 2.8純 4.4

2 上記以外の地域

(1) II線沿 40 l. 2 中 11中 23中 15中 161

(2) 主要地方道高崎・ II線より 30 1.1 中 4.4中 8.6 中 14中 15

南側の地域

(3) 上記以外の地域 30 1. 1 純 3.2』咀 5.3ll咀4.6し6.6

箕郷町和田山

全都域市計画の用途地域の指定がある地域

30 l. l 純 2.

ニツ了沢町 40 l, l 周比ミ

上記以外の地域 30 1.1 純 1.

ーツ寺町 I市街化区域 比準

市街化調整区域

1 地区域

(1) 主要地力道前橋・安中・＇畠岡線沿 20 

(2) 卜記以外の地域 18 

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・安中•宮岡線沿 40 1. 1 中 30 中 6叶中 64 

(2) 卜記以外の地域 40 1.1 中 23 中 35中 35

緑町 1~4丁目

全市街域化調幣区城

路線 比 比準 比準 比準

南新波町

1 股業振興地域内の農川地区域

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道前橋•安中・富岡線沿 40 1. 1 l | I l 

]中＇9 21 
中 90111 90 

(2) 上記以外の地域 40 1.1 中 l 19 中 47中 47

南人類町 市街化区域 路線 I比準I比準比準I比準
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適 用 地域

1 農業販興地域内の農用地区域

(1) 3 5 4 
パス沿

(2) 巾消東部縦貰消線沿

(3） 卜．記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 354 

パス沿

、国道 35 4 

(2) 市道東部縦貰道線沿

(3) 上記以外の地域

南町

宮沢町

宮原町

宮元町

むI棟高町

全域

全域

3 5 4 純

純

26 

18 

16 

40 I 1. 1 I中 30|［：ド 491111147|［ド 147

市街化区域

市街化調幣Iメ^域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1) 県道足門・前橋線バイパス沿、

地方道高崎・渋川線バイパス沿

(2)上記以外の地域

イ 主要地方道前橋•安中・窟岡線よ
り南側の地域

ロ 上記以外の地域

2 ヒ記以外の地域

(1)県道足門・前橋線バイパス沿、

地方道高崎・渋）1|線バイパス沿

40 1. 11中 21中 38中 110中 110

10 1. 1 中 l8 中 32中 73中 73

ー ，路線 比準 比準 比準I比準

30 I 1. 1 純 2.

ー ，路線 比準 比準 比準 比準

ー ，路線 比準 比準 比準 比準

個別 個別 個別 個別 個別

ー ，路線 比

純 14飩 24

純 9.

(2) 上記以外の地域

イ 主要地方道高崎・渋川線より西倶1J40 I 1. 1中 l 
の地域

ロ 主要地方道前橋・安中・富岡線よ 40 I 1. 1中 1 

り南側の地

18 

18 

40 I I. 1 I中 231中 32|中 641中 6

301中 291中 29

301中 5叶中 51 
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適用 地域

ハ 上記以外の地域

借肌栓

中1/ ff ゴロ

°I , 0 

40 1. 1％贔I中 2/；仲

ー ，路線

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) ・長瀞線沿 隣 14純 23

(2) ・倉賀野線沿 純 12飩 17

(3) 卜記以外の地域 純 10飩

2 I-記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・長瀞線沿 10 I 1. 1中 24中 ,12中 113中 113

(2) ・倉賀野線沿 40 1.1 中 2『28中 85中 85

全域(3)上記以外の地域 40 1. 1 中 1 24中 59中 59

本町 路線

八島町

全市域街化調整区域

路線

矢島町

l 隈菓振典地域内の農用地区域

(1) 主要地方道高崎・駒形線沿 隣 35 

(2) 純

(3) 上記以外の地域 純

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高騎・駒形線沿 40 I 1. 1中 41中

(2)市道東部縦貫道線沿 40 

(3)上記以外の地域 40 l. 1中 68 

八千代町 1~4 目 I全域 路線 比準 比準 比準

中町 塙崎操車場跡地周辺土地区画整理事業施行メ 個別 個別 個別 個別

戒内

路線 I比準I比準I比準I比準

街化調整区域

l 農菓振興地域内の農用地区域
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適 用 地 域

対矢中町 (1) 県道冗島名・倉賀野線沿、

(2)上記以外の地域 純 ll純 20

2 上記以外の地域

(1) ・倉賀野線沿、市道東音 40 1.1 中 47中 44中 120中 12

(2)上記以外の地域 40 1. 1 中 21中 36中 68中 6

柳川町 路線

八幡原町 全市市街街域化区域 40 1.1 比準比準比準比準

化調幣区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) ・篠塚線沿 I純 9.7飩 19

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) ・篠塚線沿 40 1. 1 中 l

1l 中中 27 

中 86中 86

(2) 上記以外の地域 40 1. 1 中 1 16 中 44中 41

山田町 全域 路線

山名町 市街化区域 40 L 1 比準 比準比準比加

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1) 主要地方道寺尾•藤岡線沿、県道］ 純 9.8飩 11

井・倉賀野停車場線沿、県道後賀・

山名停車場線沿

(2)上記以外の地域

2 ヒ記以外の地域

(1) •藤岡線沿、県道」 40 I. 1中 l4中 j9中 64中 6

井・倉賀野停車場線沿、

山名停車場線沿

(2)上記以外の地域 40 I 1. 1中 12中 17中 13中 13

八幅町 1市街化区域

l 1 8号線沿 I so I 1. 1 I 比準I比準I比準I比準
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対八幡町 I 2 上記以外の地域 | 40 °, I 0 1. 1,1 J;直:1三

市街化調整区域

1 ・富岡線沿 40 1.1 中 27中 20中 75中 75

2 上記以外の地域 40 1.1 中 22中 20巾 42巾 42

よI吉井町池 都J-.市計画の用途地域の指定がある地域 I 40 

記以外の地域

1 殷業振興地域内の農用地区域

(1) より南側の地域

(2)上記以外の地域 I純 4.9飩 18

2 L記以外の地域

(1) •山名停車場線沿、 30 I 1. 1中 9.6中 13し屯 7.9し屯 7.9 

・神流・秩父線沿

(2)上記以外の地域

イ 鏑川の北側の地域 30 I 1. 1中 9、6中 13飩 7.9飩 7.9

ロ じ信芦歎線より南側の地域 30 1.1 中 6.2中 13 中 8.2中 8.2 

ハ堤外地 中 3.6 中 8.2中 8.2 

上記以外の地域 30 l. 1 中 7.7 中 26中 8.2中 8.2 

吉井町石神 農業振巽地域内の農用地区域

1 国道 25 4号線沿 I純 6.2飩 13

2 鶴巻、久保 I純 5.6飩 7.2 

3 上記以外の地域

上記以外の地域

1 国道 25 4号線沿 40 1.1 中 9.2中 20中 21中 21

2 上記以外の地域

(1)清水、「保 30 1. 1 l | I 9.l l | l 13 l l I 8.5 111 8. 5 

(2) 上記以外の地域 30 1.1 中 6.9中 11 中 8,5 中 8.5 

占井町岩井 濃巣振興地域内の農用地区域 純 5.2 9. 1 

30 1. 1 中 7.3 中 13 中 7.7中 7.7 
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よI吉井町岩崎

吉井町大沢

吉井町小串

適 用 地域

市計画の用途地域の指定がある地域

上記以外の地域

ー（ ー） 

地区域

•山名停車場線沿

(2) 上記以外の地域

イ 馬場、久保、西沢、上、根岸、

富岡、 1ヽ^ 川原、若宮、 K林

足沢一丁谷、足沢松原

田、足沢東ノ人、駒

足沢戸谷

ハ上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) ・山名停車場線沿

（2) 上記以外の地域

イ

ー

ロ

駒爪、

•神流・秩父線料 30 I 1. 1 I中，． 6|中 131中 7.91中 7、9

•安中線沿

2 上記以外の地域

上記以外の地域

1 国道254号線沿

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 

30 

30 I 1. 1 I中 6. 91中 l訓中 ，． l|中 9.1 

30 I 1. 1 I中 6. 91中 131中 9“ 叶中 9. 1 

ハ上記以外の地域

（イ）馬場、久保、西沢、 卜^ 、根岸、 I30 I 1. 1 I中 6.91中 13仲，． l|中 9.1 

、下川原、若宮、玉林

足沢一 l谷、足沢閾 30 I 1. 1 I中 7.叶中
田、足沢東ノ入、

足沢戸谷

（ハ）上記以外の地域

農業振輿地域内の農用地区域

記以外の地域

'""業振卯地域内の農用地区域

254号線沿、

・馬庭停車場線沿

30 

9. 1 

7. 2 

30 I 1. 1|寸！ 6.4|中 10飩 6,7飩 6,7 

純 4.l飩 8.5



令和 倍 表 36頁

適 用 地 域

よI吉井町小串

古井町片山

吉井町上奥平

吉井町黒熊

吉井町小暮

借訊

割合宅地

(I I宅地の同定資産税評価額（画池修/□，書：I中 l訂 ふ
前） 1nf当たり 9, 4 0 0円以下の

地域

(2) 卜釦以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 

(2)東吉井団地

(3)鏑川より北側の地域

(4) J:記以外の地域

イ 猫沢、背戸谷、山畑、松原、

原組、前畑

ロ 上記以外の地域

農業振棟地域内の農用地区域

上記以外の地域

戎業振槌地域内の農用地区域

1 平、小釜谷、打越、萩平、小根、

張付、西ノ入、申田、砥々

2 上記以外の地域

上記以外の地域

1 平、小釜谷、打越、萩平、小根、

張付、西ノ入、串田、砥々

2 上記以外の地域

成業振躾地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 国泊 254号線沿

2 上記以外の地域

(l) 上信趣自 より北側の地域

(2) 上記以外の地域

業振巽地域内の農川地区域

上記以外の地域

10 I 1. 1 I中，． 2|中 18仲 221中 22

40 I L 1 I中 9.2

40 I 1. 1 

30 I 1. 1 

30 I 1. 1 

中 l

中 l叶中 7る叶中 7. 7 

ー中 13伸 14I中 11 

30 | l. l | l | 1 6. 0|1 | 1 13|i l I 12|l l l l2 

純 5.0飩 7.2 

30 I L 1 I中 7.61中，.2|中，， 1|中 9.1 

7. 3 

30 I 1. 1 I中 6.91中 10飩 6.7顧 6.7 

30 I 1. 1 I中，． 3|中 10飩 5.8飩 5.8 

純 3.8飩 7.8

30 I 1. 5 I中，． 2|中 18仲 221中 22

30 I l. l I中 5. 9仲 ，． 8|中 l叫中 12 

30 I 1. 1 _, l | l 10| l l 1 4. 5| I I 1 4. 5 

純 4.9飩 9.1 

so I 1. 1 I中 6.9I中 13I中 7.7I中 7.7 



令和 倍 表 37頁

適 用 地域

惰 倍

よI吉井町小苔 2 上記以外の地域

(1) 

地域

・山名停車場線より北側のIso I 1. 1 I中 6.91中

(2) 上記以外の地域 I so I 1. 1 I中 6.91中 園中 7.71中 7.7 

吉井町小棚 農業振膝地域内の農）lj地区域

l 二反田、壱町田、堰場、中沖、 田、

田口川、城、田中、下組、中組、

松ノ木田

2 下村、鍛治畑、上川原、寺斗久

山下、坂東、西下）1|原、東下川原、

欠下、諏訪前、

3 上記以外の地域

上記以外の地域

1 田、壱町田、堰場、中沖、 田、 30 1. 1中 7.6中 9.2中 9.1中 9.1 

田口川、城、田中、下組、中組、

松ノ木田

2 ド村、鍛治畑、 II原、寺平、窪巾、 30 I 1. 1中 8.0中 14し應 8.2し應 8、2

山下、 西下）1|原、 11原、

欠下、 、蕪谷

3 上記以外の地域 30 I 1. 1中 7鵬 8中 15し屯 6. 8~屯 6.8 

吉井町坂日 農業振魏地域内の農用地区域

1 天神、大笹、大谷

2 上記以外の地域

上記以外の地域

1 天神、大笹、大谷 30 1.1 中 6. 9.5 純 6.8純 6.8 

2 上記以外の地域 30 I. 1 中 l 9.5 純 6.8純 6.8 

吉井町塩 農業振巽地域内の農用地区域

上記以外の地域

1 人平、 1月、田ノ入、八束沢、平林、 30 I l. l中 6.6中 10し危 3.8し厄 3. 8 

浅間山、荒神祗、陣見ヶ入、瀧尻

2 上記以外の地域 30 I 1. 1中 6.6中 10中 5.5中 5.5 

占井町塩川 市計両の用途地域の指定がある地域 40 I. 1 周比 比準 比準 比準

記以外の地域（堤外地） ー中 2 1. 8 中 9.I 中 9.1 
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適 用 地 域

よI吉井町ド奥平 農業振別地域内の農用地区域

1 •安中線沿、 隣 7.2純 7.8

•山名停車場線沿

2 上記以外の地域

(1)前原、北原、前畑

(2) 向山、関、丑宣、 トッラ沢、櫻訳、

ヲドロ入、 城

(3) 卜記以外の地域 1純 5.4飩 7.0 

ヒ記以外の地域

l 県道占井・ 中線沿、 30 I 1. 2中 l岬 11し旧 6.8[[ 6. 8 

• I I 

2 上記以外の地域

(1) 前原、北原、前畑 30 l, l 中 7.'

（2) 向山、関、 トッラ沢、櫻沢、 30 1.1 中 1

ヲドロ入、萩平、城

(3) 卜記以外の地域 30 1. 1 中 7.+ 都市計画の用途地域の指定がある地域占井町下長根 40 1. 1 周比

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農川地区域

(1) 254 り北側の地域

(2) 上記以外の地域 純 3.

2 上記以外の地域

(1) 254号線沿 I 40 I 1. 1 

(2)上記以外の地域

イ 国道 254号線より北側の地域 30 1. 1 中 8 10 中 8.2中 8.2 

ロ 上記以外の地域 30 I. 1 中 5 8. 7 中 10中 10

吉井町神保 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 l. 1 周比 比準 比準 比準

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

(1)上信越自 より北側の地域 純 3.9飩 6.2 



令和 倍 表 39頁

適 用 地 域

よI吉井町神保 (2)上記以外の地域

イ 八束、 陣 4,8純 5.6 

ロ ト．記以外の地域 I純 1.3飩 7.1 

2 上記以外の地域

(1)神保住宅団池 I 40 I L 1 

(2) 木、下河原、河原、下堰、

北山 l<

イ 主要地方逍高崎・神流・秩父線沿 40 1. 1 中 7.6中 11中 10中］OI

ロ 上記以外の地域 30 l. 1 中 6.I 中 8.7 中 10中 10

(3) 上記以外の地域

イ 自動車道より北側の地域 30 I 1.11'116.l中 8.7中 10中 10 

ロ 上記以外の地域

（イ）八束、 30 1.1 
純 5『中 6. 0 純 4.:t 4. 7 

（口）上記以外の地域 30 1.1 中 6. 9. 1 純 5. 5、5

古井町多比良 農業振典地域内の農用地区域

1 自 より北側の地域 純 5.4飩 8.7 

2 ト．記以外の地域 純 3.4飩 7.8 

上記以外の地域

1 自 より北側の地域 30 I 1. 1中 9.2中 12中 8.5中 8.5

2 上記以外の地域

(1)丸山、田ノ人、山下、山神、丸坂、 30 I 1. 1中 5貪 8中 11し屯 4.5し屯 4. 5 

日久保、松沢、小谷戸、見明寺、

柳谷、内山、入1廿、瀧ノ 外城、

岩下、鳥入須、塩坂、一郷、 H向、

瀧ノ ヽ 長闇、深山、湯立l

(2) 八幡前、森ノ前、 、長谷川、 so I 1. 1中 6.6中 11中 7鴫 1中 7.1 
日影、赤谷、赤谷台、中原、橋場、

中小原、 ノ原、上可反田、生勢、

長尾根、下五反田、入生田

(3)上記以外の地域 30 I 1. 1中 5.8中 11中 5.5中 5.5 

占井町高 市計両の用途地域の指定がある地域 I 40 I I. 1 I周比準陶比準I比準I比準

記以外の地域
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適 用 地 域

よI吉井町高 I 農業販興地域内の農用地区域

2 上記以外の地域 30 l. 1 中 6.7 中 8.7 中

吉井町多胡 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 1.1 周比準 占l比準 比準

上記以外の地域

1 地区域

(1) 自 より北側の地域 I純 4.1飩 7.2 

(2) 卜記以外の地域 1純 3.9飩 5.9

2 I-記以外の地域

(1) 自 より北側の地域 30 1. 1 中 6. 11 中 10 中 10 

(2)上記以外の地域 30 1.1 中 5. 7. 8 純 5.5純 5.5 

吉井町中 I農業振巽地域内の農用地区域 純 4 9.2 

上記以外の地域 30 1. 1 中 6 13 中 8.2中 8.2 

吉井町長根 都市計画の用途地域の指定がある地域 40 l亀 1周比 比準 比準 比準

上記以外の地域

l 隈菓振典地域内の農用地区域

(1)県道吉井・安中線沿

(2) 上記以外の地域

イ 国道 254 より北側の地域

ロ 上信諏自動車道より南側の地域

ハ上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1) 254号線沿 10 I 1. 1中 17中 27 ー中 25 

（2) t人記以外の地域

イ •安中線沿 40 I I. 1中 9.l中 2l中 10中 10 

ロ 上記以外の地域

（イ） 2 5 4号線より北側の地l」30 1.1中 8.3中 11中 10中 10 

（口） 自動車道より南側の地130 I. 1 中 7.l 中 9. 『中〖 6. 『中〖 6. 4 

（ハ）上記以外の地域 30 1. 1 中 6.7 中 7. 1 10 
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％ 

よI吉井町南陽台 「上市計両の用途地域の指定がある地域 I 40 

記以外の地域 I 30 I l. 1 

lj'豆業振膜地域内の農用地区域

1 中山、日向 I純 4.8純 6.8

2 上記以外の地域 I純 5.1純 6.8

記以外の地域

l 中山、日向 30 1. 1 中 6.7 中 9.8中 5.5 中 5.5 

2 山口、中ヶ 、畑ヶ中、 ヶ 、 30 1.1 中 6.7 中 9.8中 5、5中 5.5 

久保、道上、 、瀧尻

3 上記以外の地域 30 I 1. 1 _』咀 74［咀 2.6し2.6 

吉井町深沢 農業振籾地域内の農用地区域 純 5 8. 7 

上記以外の地域 30 l, l 中 12 
中 8.]中 8.5 

吉井町本郷 都市計両の川途地域の指定がある地域 40 1.1 周比 比準 比 比準

上記以外の地域

l 牒業振興地域内の農用地区域

(1)道六神、中町

イ •安中線沿

ロ 上記以外の地域

(2)上記以外の地域

2 上記以外の地域

(1)道六神、中町

イ 県道吉井・安中線沿 40 I. 1 中 9.『3中 l9 

中 14中 11

ロ 上記以外の地域 30 1. 1 中 8. 11 中 14中 1

(2)上記以外の地域 30 1.1 中 8. 11 中 14中 l

青井町馬庭 農業振興地域内の農用地区域

l 県道後賀・山名停車場線沿

2 上記以外の地域

(1)県道後賀・山名停車場線より北側の 純 7.7飩 9.3

地域(|日県道後賀・山名停車場線よ

り南側の地摸をFヘ
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適 用 地域

よI吉井町馬庭 (2) 上記以外の地域

上記以外の地域

ー ・神流・秩父線沿

2 県道後賀・山名停車場線沿

3 上記以外の地域

(1) 

地域

イ 猪之籠、ヌカリ沢

•山名停車場線より北側の

吉井町矢田

ロ 上記以外の地域

(2) 上記以外の地域

〖市計画の用途地域の指定がある地域

上記以外の地域

l 典業振興地域内の農川地区域

(1) 国道 254号線沿

(2) 上記以外の地域

イ 国道 254号線より北側の地域

口 自動車道より南側の地域

ハ 上記以外の地域

（イ）前久保、石井田、尾崎久保、

ノ久保

(rl)藤．J木、上反田、千保原、鶴む

30 I 1. 1 

30 I I. 1 I中 6.91中 14仲 7.7|中 7.

1

1

 

．

．

 

T

I

 

0

0

 

3

3

 

30 I 1. 1 I中 6.

40 I 1. 1岡比-‘

10 

7. 1 

純 5.9飩 8.7 

中 131中 13

13 

8. 2 

（ハ）伊勢山、

西浦、

上記以外の地域

2 上記以外の地域

椿谷戸、

(l) 254号線沿 40 I l. l I中，． 2|中 22沖 221中 22

(2) 上記以外の地域

イ 国道 254号線より北側の地域 30 I 1. 1中 6.8中 13中 8.2中 8.2 

ロ 上信越自動車道より南側の地域 I30 I 1. 1 一中 9.1飩 4.9飩 4.g 

Iヽ
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適 用 地域

よI吉井町矢田

吉井町吉井

吉井町吉井川

（イ）前久保、石井田、尾崎久保、

杉ノ久保

（口）藤／木、冗反田、千保原、

（ハ）伊勢山、天王厭、椿谷戸、

西浦、

（二）上記以外の地域

限市計画の用途地域の指定がある地域

日記以外の地域（堤外地）

市計画の用途地域の指定がある地域

上記以外の地域

1 農業振興地域内の農用地区域

2 L記以外の地域

(1) 田島

(2)上記以外の地域

四ツ屋町

寄合町

叫羅漢町

楽間町 市街化調整区域

1 農業振興地域内

田町

地区域

40 

借肌栓

中1/ ff ゴロ

％ 
30 1. 1,i中 1,;1中

30 I I. l I中 101中

30 I 1. 1 

30 I L 1 I中 6.叶中

40 I L 1 

ー ，路線

ー ，路線

ー ，路線

純 7.9飩 13

8. 51中 8.5 

ー中，． 8|中＆ 2|中 8.2 

比準

30 I 1. 1 I中 7.71中，． 2|中＆ 2|中 8.2 

30 I 1. 1 I中 6.81中 7.9|中＆ 2|中 8.2 

若松町

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道高騎•安中・渋川線沿 40 1.1 中 13中 20巾 71中 71

(2) 上記以外の地域 40 1.1 中 12中 19中 40中 40

路線

市街化調整区域

1 農業振興地域内の農用地区域 隣 l3飩 JO

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・安中・富岡線沿 40 1.1 中 27中 21中 75中 75

(2)上記以外の地域 40 I. 1 中 23中 20中 42中 42

全域 路線 I -I比準比準I比準
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倍

表 44頁

適 用 地 域

わI我峰町 市街化調整区域

1 農業販興地域内の農用地区域

(1) •富岡線沿、 1 I純 9.5飩 18

あら町・下奎田線沿

(2) 卜．記以外の地域 I純 8.4飩 10

2 上記以外の地域

(1) 主要地方道前橋・ •富岡線沿、 40 1. 1り 141111 22叶::I 8611:：ド 861

ら町・ 田線沿

(2) t記以外の地域 40 1.1中 18中 47中 47

和田多中町 全域

綿呉町 市街化区域

l 路線価地域 路線

:>
比準 比準 比準

2 上記以外の地域 40 1. 1 比準 比準 比準

市街化調帷Iメ^域

l 農党振興地域内の農用地区域

(1) 国道 354号線沿、主要地方道削橋| 陣 15飩 24

•長瀞線沿、
場線沿、国道 35 4号線バイパス沿

、県道綿貫・篠版線沿

(2) 卜記以外の地域 I純 11飩 16

2 上記以外の地域

(1) 国道 354号線沿、主要地方道前蘭 40 I 1. 1 I中 2 岬 3叶中 10叶中 107 

•長瀞線沿、県道綿貫・倉賀野停
塩線沿、同道 354号線バイパス沿

、県道綿貫・篠塚線沿

(2)上記以外の地域 40 l. 1中 17中 24中 50中 50

和田町 I全域 路線


